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・自治基本条例とは何か 

 

自治基本条例とは、市民を中心としたまちづくりを行うための基本ルールを定める条例

で、その自治体の市政運営の指針となるものであることから「自治体の憲法」とも呼ばれ

ます。 

他の自治体では、「まちづくり基本条例」や「市民参加条例」などといった名称で制定

されており、市民自治の実現という目的は同じですが、それぞれの自治体のニーズに合わ

せたものが制定されています。 

 

 

自治基本条例のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・なぜ、自治基本条例が必要なのか 
 

平成 12 年から始まった地方分権改革で、各自治体には地域の実情に合った独自性のあ

る自治体運営が求められることになりました。このような地方分権社会において、自立し

た市政運営や市民参画・協働による市政運営を行っていくには、まちづくりや市政運営の

基本ルールを定める自治基本条例が必要となります。 

また、栃木市では合併のメリットを最大限に活かすために、各地域それぞれ別のルール

で行ってきたまちづくりを、1 つの市として一体感をもってまちづくりを行う必要があり、

それを行うためにも新市としてのまちづくりの基本ルールが必要です。 
 

まちづくりのルールのイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

西方地域のルール都賀地域のルール

栃木地域のルール

大平地域のルール

藤岡地域のルール

新しい栃木市全体のルール 

(自治基本条例)

地方分権（独自の市政運営が求められる）

市 政 運

営

市民のニーズに合った市政運営 市　民

自治基本条例

岩舟地域のルール
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・自治基本条例で何が変わるのか 

 

栃木市では栃木市自治基本条例によって、市民がまちづくりに参画するための基本的な

ルールが明確になり、市民の意見も市政に反映されやすくなります。また、行政側がこの

条例に基づき情報提供を行ったり、条例を制定したり、市民自治の趣旨に則った市政運営

を行うことで、参画するための環境が整備され、市民のより一層の参画が期待されます。 

 

栃木市自治基本条例による効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政運営の透明化 

行政が多くの情報を市民に提供し、透明性の高い市政運営を行うことで、参画するた

めの材料（きっかけ）を得ることができる 

・情報公開制度（第２２条）　・外部監査制度（第３３条）　・公益通報制度（第４０条）

市政に対する意見 

市民生活に重大な影響を与える計画や条例などについては、策定前に意見を募集する。 

また、市民からの要望、意見、苦情等については迅速、誠実に対応する。 

・意見募集制度（パブリックコメント）（第２８条）　・要望等への対応（第４１条）

審議会等の公募委員 

市の設置する審議会等においては原則として委員を一定数以上公募し、市民が審議会

等に参加できるようにする。これにより市政運営に市民の直接の意見を反映する。 

・審議会等における公募委員（第２７条）

住民投票 

市政の重要事項について、住民の意思を確認するため住民投票の実施を求めることが

できる。 

・住民投票制度（第２６条）
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・自治基本条例制定までの経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　市民会議の風景 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民説明会の風景 

 
平成 22 年 7 月 ・ 庁議にて基本方針決定

 
8 月 ・ 自治基本条例市民会議委員の公募

 
10 月 ・ 栃木市自治基本条例市民会議を設置　委員 70 名 

公募 24 名、旧西方町民 4 名、団体推薦 29 名 

市議会 5 名、学識経験者 1 名、市職員 7 名 

平成 23 年 11 月まで 22 回の検討会議を開催し、10 月に 8 回の市

民説明会を実施し、条例素案を作成した。
 

平成 23 年 11 月 ・ 自治基本条例市民会議より市長へ栃木市自治基本条例素案を提言
 

12 月 ・ 栃木市自治基本条例庁内検討委員会を設置　委員 27 名 

（総務部長 1 名、幹事課長 16 名、関係各課長等 10 名） 

3 回の検討委員会を開催し、条例素案を基に検討を実施し、市として

の栃木市自治基本条例(案)を取りまとめた。
 

平成 24 年 1 月 ・ 第 23 回自治基本条例市民会議にて自治基本条例(案)の説明
 

・ 庁議にて自治基本条例(案)決定
 

・ パブリックコメントの実施
 

3 月 ・ パブリックコメントや市議会からの意見等を踏まえ、庁内検討委員会

にて栃木市自治基本条例(最終案)の調整
 

・ 第 24 回自治基本条例市民会議にて自治基本条例（最終案）並びに、

パブリックコメント及び市議会からの意見に対する応答の説明
 

 4 月 ・ 庁議にて栃木市自治基本条例(最終案)決定
 

 6 月 ・ 

・

6 月定例議会にて栃木市自治基本条例案を可決 

栃木市自治基本条例を公布
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・栃木市自治基本条例体系図 

 
 
 
 
 
 
　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治の基本理念及び基本原則

基本理念  

・市民主体のまちづくり ・市民の信託に基づく市政運営　　　 

基本原則  

・人権尊重 ・自然との共生 ・情報共有 ・参画 ・協働 

 

市長等の権限と責務 市民の権利と責務 市議会の権限と責務

市民自治の実現 

ま ち づ く り の 原 則 

情報の共有 

　・情報共有 ・情報公開 ・個人情報保護 

参画と協働 

　・参画 ・協働 ・住民投票 ・審議会等 ・意見募集  

市政運営 

　・市政運営の基本 ・総合計画 ・財政運営 ・行政評価 ・外部監査 

　・行政組織 ・法務行政 ・行政手続 ・職員施策 ・出資団体等 

・危機管理 ・公益通報 ・要望等への対応  

・広域連携 ・国際交流  

条例の見直し等 

　・市民会議 ・条例の見直し 

栃木市自治基本条例
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・解　説 

　　　前　文 

 

 
【解説】 

　前文では、最初に栃木市の概要を、次に栃木市民としての責務とまちづくりに対する考

え方、次に市長や市議会の責務について述べています。そして最後に、市民を中心とした

まちづくりや市政運営の実現のために、市の自治の最高規範としての「栃木市自治基本条

例」を制定することを宣言しています。 

現在の栃木市は、平成 22 年 3 月 29 日に旧栃木市、旧大平町、旧藤岡町、旧都賀町が

合併して誕生し、その後、平成 23 年 10 月 1 日に旧西方町、平成 26 年 4 月５日に旧岩

舟町と合併しました。 

市内には、ぞれぞれの地域において、先人が守り育ててきた自然、歴史、文化などの貴

重な地域資源があります。新生「栃木市」においては、こうした地域の特性を十分に活か

したまちづくりの推進が期待されています。そして、市民を中心としたまちづくりや市政

運営を行い、活力に満ちて、住みやすく、誰もが未来への希望溢れる栃木市を創っていか

なければなりません。 

そのためには、日本国憲法で保障された地方自治の本旨にのっとり、まちづくりの基本

ルールを自治基本条例として定めて、市民、市長、市議会が協力・連携していくことが必

要です。 

　 
　○市民自治 
　　「地方自治の本旨」の片翼である「住民自治｣のことであり、地方の運営は、その住民の意思によって行われるべき

という考え方に基づく自治の形態。 
　○地方自治の本旨 
　　憲法第 92 条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づき、法律でこれを定める。」

と規定がある。「地方自治の本旨」は、憲法に直接定義はされていないが、学説では、「住民自治」と「団体自治」

が両翼となり構成しているとするものが一般的。 
○団体自治 
　地方の運営は、国とは別の独立した団体（地方自治体）により行われるべきという考え方に基づく自治の形態。 

 

わたしたちのまち栃木市は、栃木県の南部に位置し、太平山などの山々から関東平野

を望む、緑豊かなまちです。 

山々から湧きいずる悠久の流れが、豊かな田園を育み、広大な渡良瀬遊水地は数多く

の動植物が生息する貴重な自然環境を形成しています。また、県名発祥の地としての歴

史を有し、市内各所に蔵などの伝統的な建造物が数多く残り、地域の誇りとして大切に

保存されています。 

このまちに住み、働き、学び、活動するわたしたちは、それぞれの個性や立場を尊重

し合い、地域の絆やコミュニティを大切にします。そして、地域の魅力や資源を活かし

たまちづくりを推進し、活力に満ちて、住みやすく、誰もが未来への希望溢れる栃木市

を創っていきたいと考えています。 

そのためには、市政の主権者である市民が、まちづくりや市政に積極的に参画し協働

することが大切であり、市民の信託を受けた市長をはじめとする市の執行機関と議会は、

その信託の重要さを十分に認識して市政運営に当たる責任があります。 

わたしたちは、こうした市民を中心としたまちづくりや市政運営を行うことを「市民

自治」と考え、その実現のために、市の自治の最高規範としてこの条例を制定します。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93
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第１章　総則 

 

 
 

【解説】 

　第 1 条は、この条例の目的が「市民自治の実現」であることを明らかにしています。 

　これは、条例の制定目的を明確にし、条例の運用・解釈に当たっての基準・指針となる

ものです。 

 

 

目的までのフロー（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条　この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにし、市民の権利及び責務

並びに市長等及び議会の権限及び責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な

事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、市民自治の実現を図ることを

目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治の基本理念（土台となる考え方） 

市長等の権限と責務 市民の権利と責務 市議会の権限と責務

市民自治の実現（条例の目的） 

協働のまちづくり

市政に関する基本的事項を定める ＝ 協働しやすい環境づくり
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【解説】 

　第 2 条は、この条例が栃木市の自治の基本となる最高規範として位置付けられているこ

とを定めています。 

　第 1 項では、自治について、この条例に基づいて市政運営しなければならないことを定

めています。 

　第 2 項では、この条例の趣旨に基づく市政運営における制度の整備を求めており、さら

に条例や規則、計画や政策はこの趣旨に基づいて体系化するよう求めています。 

　第 3 項では、自治を担うすべての者（市民、議員、市長及び市職員）が、それぞれの役

割と責務を果たすことによって、本市の市民自治の実現に努めなければならないことを定 

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（この条例の位置付け） 

第 2 条　この条例は、本市の自治の最高規範であり、市は、この条例に基づいて市政運

営に当たらなければならない。 

2　市は、この条例の趣旨にのっとり、市政の推進に向けた基本的な制度の整備に努める

とともに、条例その他の例規並びに計画及び政策の総合的な体系化に努めなければな

らない。 

3　市民、議員、市長等及び市職員は、この条例に定められたそれぞれの役割、責務等に

従い、本市の市民自治の実現に努めなければならない。
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【解説】 

　第 3 条は、この条例において、共通認識しておく必要がある重要な用語について、この

条例における意味を定めています。 

 

(1)　地域が抱える課題を解決していくには、そこに住んでいる人だけでなく、幅広い人

たちが協力、連携しあうことが重要であるという考えに基づき、「市民」を、市内

に住んでいる人（住民）のほか、市内に在勤、在学する人や市内に事務所を置く事

業者としています。 

なお、この条例では市民の権利や責務についての基本的な内容を定めていますが、

同じ市民であっても、住民と市外に住み在勤、在学する人、市内に事務所を置く事

業者とでは、法令等により、おのずと受けられる行政サービスや納税等の責務の内

容は異なります。 

 (2)　(1)の「事業者」とは、営利・非営利、法人・非法人を問わず、何らかの活動を行う

団体としています。例えば、市内でボランティア、文化振興、スポーツ等を行う団

体も「事業者」に含まれます。 

 (3)　「市」という場合には、通常「栃木市」そのものを指す場合や、市長や行政委員会

等の執行機関を指す場合がありますが、ここでは、議会と執行機関（市長及び行政

委員会等）を合わせて「市」としています。 

(4)　「市長等」とは、市の執行機関である市長及び行政委員会等を指します。 

 (5)　「行政委員会等」とは、地方自治法第 180 条の 5 第 1 項、第 3 項の規定により設

置が義務付けられている「教育委員会」、「選挙管理委員会」、「公平委員会」、

「監査委員」、「農業委員会」及び「固定資産評価審査委員会」を指します。 

 (6)　「まちづくり」とは、市が行う公共施設の整備や行政サービス等に限らず、各地域

の市民の自主的な活動などを含む、全ての公共的な活動をいいます。 

 (7)　「市政」とは、「まちづくり」の一部であり、市民の信託に基づき、市が行うもの

をいいます。 

（定義） 

第 3 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1)  市民　市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所を置く事業者をいう。 

(2)  事業者　営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を行う団体をいう。 

(3)  市　議会及び執行機関を含めた基礎的自治体としての栃木市をいう。 

(4)　市長等　市長及び行政委員会等をいう。 

(5)　行政委員会等　教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会

及び固定資産評価審査委員会をいう。 

(6)　まちづくり　住みやすく、活力ある地域社会をつくること、又はそのために行われ

る全ての公共的な活動をいう。 

(7)　市政　まちづくりのうち、市民の信託に基づき市が行うものをいう。 

(8)　参画　市民が、まちづくり並びに市の政策の立案、実施及び評価の過程に、責任を

持って主体的に関与することをいう。 

(9)　協働　市民と市が、それぞれの責任及び役割に基づいて、対等な立場で連携協力す

ることをいう。
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 (8)　「参画」とは、「まちづくり」や「市政」に、市民が自らの意思によって主体的に

関わり、責任を持って役割を担うという意味を持ちます。 

 (9)　「協働」とは、市民と市がそれぞれの責任と役割分担に基づき、互いの特性を尊重

し目標を共有しながら、対等に協力、連携しあうことをいいます。 

 

 

市民と住民の関係図 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政とまちづくりの関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在勤者 ・在学者 

・事務所を置く事業者 

・市内に住所を有する者

市が行う公共施設の整備や行政サービス等に限らず、各地

域の市民の自主的な活動などを含む、全ての公共的な活動 

・各種自治会活動　・各種ボランティア活動　・祭　等

市民の信託に基づき、市が行うもの 

・各種計画や例規（条例、規則等）の策定 

・公共施設の整備 

・各種行政サービスの提供 

・市議会活動　等
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　　　第２章　自治の基本理念 

 

 
 

【解説】 

　第 4 条は、栃木市の自治における基本的な考え方を定めています。 

第 1 号では、まちづくりの主体は市民であり、市民はまちづくりに対する権利を有する

とともに責務を負うこと、第２号では、市政は、市民の信託に基づいて市議会及び執行機

関（市長及び行政委員会等）が行うことを基本理念としています。 
 

○信託 
本条例においては「市民」を住民に限らず、まちづくりの担い手として広く定義しており、「信託」は、住民の 
選挙によって市長及び市議会議員が選ばれるということに限らず、信頼して任せるという意味で使用している。 

 

 

 

 
 

 

 

 

　第 4 条　市民及び市は、次に掲げる理念により、まちづくりを推進するものとする。 

(1)　まちづくりは、市民が主体であること。 

(2)　市政は、市民の信託に基づくものであること。
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第３章　自治の基本原則 

 
 

【解説】 

　第 5 条は、まちづくりにおける人権尊重の原則を定めており、これは日本国憲法の理念

の下に、すべての人々が人権を享有し、自立した存在として、それぞれの幸福を最大限に

追求することができる平和で豊かな社会の実現が、市民の願いであるという考え方に基づ

くものです。 

　第 1 項では基本的人権の尊重を、改めて定めています。 

　第 2 項では基本的人権に基づき、市民はまちづくりにおいても平等であり、それぞれの

立場を尊重しなければならないと定め、第 3 項では、市は市民の個性と能力が最大限発揮

できるよう配慮しなければならないと定めています。 
○享有 

　　権利や能力などを、生まれながらに身につけて持っていること。 
 
 
 
 

 

 
 

【解説】 

　第 6 条は、まちづくりにおける自然との共生の原則を定めており、これは循環型社会の

実現のためには、人と自然との共生を基調としたまちづくりが必要であるという考えに基

づくものです。環境基本条例の制定や環境都市宣言を行っている栃木市のこれからのまち

づくりにおいて、自然との共生は重要な要素の一つだと考えます。 

　また、これは、「次世代に対する責務」であり、環境基本法の理念「環境への負荷の少

ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会」の構築にもつな

がります。 

○循環型社会 
　 　限りある資源を効率的に利用し、再利用、再生利用等を行いながら、将来に渡り、持続可能な形で循環しながら利 

用していく社会。 
○人と自然との共生 

　 　人が自然を一方的に利用し負荷をかけるのではなく、人は自然の恵みによって生きていることを再認識し、自然と 
の調和の中で生きていくこと。 

 

 

 

（人権尊重の原則） 

第 5 条　市民及び市は、一人一人の基本的人権を尊重しなければならない。 

2　市民は、まちづくりにおいて平等であり、お互いにそれぞれの国籍、年齢、性別、心

身の状況、社会的又は経済的状況等の違いに配慮し、それぞれの立場を尊重しなけれ

ばならない。 

3　市は、まちづくりに当たって、市民の個性及び能力が最大限に発揮できるよう配慮し

なければならない。

（自然との共生の原則） 

第 6 条　まちづくりは、人と自然との共生を基調として推進しなければならない。

・栃木市男女共同参画推進条例 

・栃木市いじめ防止対策推進条例

関連条例等

・栃木市環境基本条例 

・栃木市環境都市宣言

関連条例等
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【解説】 

　第 7 条は、まちづくりにおける情報共有の原則を定めており、これは市民と市がまちづ

くりに関する情報を共有することが協働のまちづくりや市民参画の前提となるという考え

に基づくものです。 

　第 1 項では、まちづくりを行うにあたって、市民と市の情報共有を求めており、第 2 項

では、その前提として、市の情報は、市のみではなく、市民の財産でもあるという考えを

改めて定めるものです。 

この原則に基づき、第 21 条（情報共有）第 22 条（情報公開）や第 23 条（個人情報

保護）を定めています。 

 

 
 

【解説】 

　第 8 条は、市民自治の実現には市政への市民参画が必要不可欠であるという考えに基づ

き、まちづくりにおける市民参画の原則を定めています。 

第 1 項では、市民には、参画の機会が保障されていることを定めており、第 2 項では、

市民が市の政策の立案、実施及び評価の過程に主体的に関与できるよう、市はこれらの取

組を積極的に推進しなければならないこととしています。 

この原則に基づき、第 24 条（参画）等を定めています。 

 

 
 

【解説】 

　第 9 条は、まちづくりにおける協働の原則を定めており、これはまちづくりは、市民や

市それぞれが行うのではなく、市民と市が協働して推進するという考えに基づくものであ

り、この原則に基づき、第 25 条（協働）等を定めています。　 

 

 

 

 

 

 

 

（情報共有の原則） 

第 7 条　まちづくりは、市民と市が情報を共有して推進しなければならない。 

2　市が保有する情報は、市民と市が共有する財産である。

（市民参画の原則） 

第 8 条　市政は、市民の参画が保障されていなければならない。 

2　市は、市政に市民の参画を図るための取組を積極的に推進しなければならない。

（協働の原則） 

第 9 条　まちづくりは、市民と市が協働して推進しなければならない。

市の木　トチノキ
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市民自治を実現するための 5 つの約束 

 

 

 

　市民はまちづくりにおいて平等であり、それぞれの立場を尊重しなけれ

ばならない。 

　【関係条文】　第 11 条（市民の責務）第 1 号 

 

 

 

 

　まちづくりを行うにあたって、自然環境への影響に配慮し、人と自然と

の共生を基調としなければならない。 

　【関係条文】　第 11 条（市民の責務）第 3 号　 

第 29 条（市政運営の基本）第 5 号 

 

 

 

 

　市政の情報は市民参画や協働の材料（きっかけ）となるため、まちづく

りを行うにあたって、市民と市は情報共有しなければならない。 

　【関係条文】　第 10 条（市民の権利）第 3 号、第 21 条（情報共有） 

　　　　　　　　第 22 条（情報公開）、第 23 条（個人情報保護） 

 

 

 

 

　まちづくりにおいて市民参画は必要不可欠であり、市民には参画の機会

が保障されていなければならない。 

　【関係条文】　第 10 条（市民の権利）第 4 号、第 24 条（参画） 

 

 

 

 

　まちづくりは、市民や市それぞれが行うのではなく、市民と市が協働し

て推進するものでなければならない。 

　【関係条文】　第 25 条（協働） 

市 民 自 治

自然との共生の原則

情報共有の原則

人権尊重の原則

協働の原則

市民参画の原則
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　　　第４章　市民 

 

 
 

【解説】 

第 10 条は、この条例の目的達成のために、市民に保障されるべき権利を定めており、

これは、第 11 条（市民の責務）に対応しています。 

 

(1)　市民の権利として、最も基本的な権利を確認する意味を込めて定めています。 

(2)　地方自治法第 10 条第 2 項で保障されている「住民の権利」を踏まえて、市民は対

象となる行政サービスを等しく受ける権利があることを明確にしています。 

　　　ただし、行政サービスは、それぞれの法令等により対象者やサービスの内容等が定

められている場合があり、この権利は全ての市民があらゆる行政サービスを無条件

に等しく受けることができるという意味ではありません。 

 (3)　第 7 条（情報共有の原則）第 2 項において、市民と市の共有財産として定められて

いる市政に関する情報について、市民の知る権利を定め、それを第 21 条（情報共

有）や第 22 条（情報公開）において保障しています。 

(4)　第 8 条（市民参画の原則）では市政に対する市民参画の原則を定めていますが、こ

こでは、市民の権利として、まちづくりや市政に責任をもって主体的に関与できる

ことを定め、それを第 24 条（参画）、第 29 条（市政運営の基本）等において保

障しています。 

 (5)　市政への参画の具体的な手段である意見、提案等の表明を、市民の権利として定め、

それを第 26 条（住民投票）、第 27 条（審議会等）、第 28 条（意見募集）等に

おいて保障しています。 

 (6)　個人情報保護の観点に基づき、市民の個人情報の管理についての権利を定めており、

第 23 条（個人情報保護）において保障しています。 

 

 

 

 

（市民の権利） 

第１0 条　市民は、次に掲げる権利を有するものとする。 

(1)　個人又は個別の事業者として尊重され、快適な環境で、安全で安心して生活を営む

権利 

(2)　行政サービスを受ける権利 

(3)　市政に関する情報を知る権利 

(4)　まちづくり及び市政に参画する権利 

(5)　市に対して意見、提案等を表明する権利 

(6)　市に対して、自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止等を求める権利
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【解説】 

第 11 条は、市民が自治における責務を有することを定めており、これは、第 10 条（市

民の権利）に対応しています。この場合の「責務」とは、違反した場合に罰則が科せられ

るような強制的な「義務」ではなく、市民の主体的な意思と良心に基づく「責務」のこと

をいいます。 

 

 (1)　第 5 条（人権尊重の原則）に基づく責務であり、まちづくりに限らず、市民として

基本的人権の尊重に努めることを改めて定めています。 

 (2)　第 2 条（この条例の位置付け）、第 2 章（自治の基本理念）に基づく責務であり、

市民による協働や参画等の積極的な市民自治の推進を求めています。 

(3)　第 6 条（自然との共生の原則）に基づく責務であり、自然環境に配慮した循環型社

会の構築には市民の協力が必要不可欠との考えに基づくものです。 

(4)　持続可能な地域社会とは自然環境への負担を将来世代に残さないという意味のみで

はなく、地域社会の将来を担う次世代を育成し、地域コミュニティを維持していく

など、広い意味での持続可能な地域社会を指しています。 

(5)　第 8 条（参画の原則）、第 9 条（協働の原則）に基づく責務であり、市民がまちづ

くりに参画し、協働するに当たっては、自らが自治の主体であることを自覚し、自

らの発言や行動に責任を持つことが自治の基本であるということを定めています。 

 (6)　行政サービスを含めた市政運営に伴う負担を分かち合うことを定めています。この

場合の「負担」とは、市政運営の財源となる税金等のみに限らず、上下水道料金や

各種施設の使用料等、そして参画や協働に伴う労力等も含め、幅広く捉えています。 

 

 

 

 

 

　　　　　　 

 

 

（市民の責務） 

第１１条　市民は、次に掲げる責務を負うものとする。 

(1)　基本的人権を尊重し、個人としての尊厳を侵さない責務 

(2)　自らがまちづくりの主体であることを自覚し、市民自治を推進する責務 

(3)　人と自然との共生を基調としたまちづくりを推進し、自然環境の保全に努める責務 

(4)　次世代に配慮し、持続可能な地域社会の実現に努める責務 

 (5)　まちづくり及び市政への参画に関し、責任ある発言及び行動に努める責務 

(6)　市政運営に伴う負担を分かち合う責務
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【解説】 

　第 12 条は、将来の栃木市を担う、青少年や子どもを市民として大切にするという栃木

市の強い思いと姿勢を示すために、あえて青少年や子どもについて定めています。 

第 1 項は、参画や協働の機会が限られる青少年や子どもにも、市民としてそれぞれの年

齢等に応じて、まちづくりに参加する権利を保障することを定めています。ここでの年齢

等に応じた関わり方とは、市政に対して意見を表明するなどの直接的な関わり方に限らず、

各種ボランティアや地域でのごみ拾いの奉仕活動など様々なものが想定されており、それ

により本来の青少年や子どもの活動を妨げるようなものではありません。 

第 2 項は、青少年や子どもを取り巻く環境の悪化が指摘されている中、家庭や学校だけ

でなく、市全体で青少年や子どもが健全に育まれる環境の整備に努めなければならないこ

とを定めています。 

　なお、令和４年４月、民法の成年年齢改正に合わせて、第１項及び第２項の「満２０歳

未満の青少年や子ども」を「青少年や子ども」へ改正しました。（令和３年条例第６４号・

一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 
 

【解説】 

第 13 条では、第 11 条（市民の責務）とは別に、事業者に対して特別な責務を定めて

います。 

環境への配慮については、市民の責務として定められているものですが、事業活動が環

境に与える影響はより大きいことを考慮して、特に事業者は自然環境や生活環境に配慮す

ることとしています。 

　また、事業者の社会参加についても、市民や市と協働しながら、地域との調和を図るよ

う努めることを定めています。 

 

 

 

（青少年や子ども）  

第１2 条　青少年や子どもは、それぞれの年齢等に応じた関わり方でまちづくりに参画

する権利を有する。 

2　市民及び市は、青少年や子どもが、安全で安心して健やかに育つ環境の整備に努めな

ければならない。

（事業者の責務） 

第１3 条　事業者は、その活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮し、地域

との調和を図り、住みやすく、活力ある地域社会の実現に寄与するよう努めなければ

ならない。

・栃木市子ども・子育て会議条例 

関連条例等
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【解説】 

　第 14 条は、身近な地域のまちづくりについて定めています。なお、この場合の地域と

は、自治会、小学校区、中学校区など、まちづくりの広がりによって異なるものと考えて

おり、その範囲を限定したものではありません。 

　第 1 項では、活力に満ち住みやすい地域をつくっていくために、市民が身近な地域のま

ちづくりに積極的に取り組むことを求めています。 

　第 2 項は、市は、地域自治を進めていくために必要な支援を行わなければならないこと

を定めています。 

 

 

 

 

 
 

【解説】 

　第 15 条は、市外の人々との交流を通して得た経験をまちづくりに活かすことについて

定めています。 

まちづくりとは、地道な経験と情報の収集の積み重ねから始まるものであり、市外の人々

との交流を通した経験は、まちづくりにおいて大変貴重な財産です。そこで、市民にはそ

の経験をまちづくりに活かすことが求められています。 

 

 

　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域自治） 

第１4 条　市民は、自主的な意思によって、身近な地域のまちづくりに取り組み、地域

自治の推進に努めなければならない。 

2　市は、市民による地域自治に関する活動について、その自主性及び自立性を尊重する

とともに、必要な支援を行わなければならない。

（交流） 

第１5 条　市民は、様々な活動を通じて市外の人々と積極的な交流を図ることが期待さ

れ、その経験をまちづくりに活かすよう努めるものとする。

・栃木市地域づくり推進条例 

・とちぎ市民活動推進センター条例

関連条例等
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第５章　議会 

 

 
 

【解説】 

　第 16 条は、栃木市議会の権限と責務について定めています。 

　第 1 項では、市民の代表者からなる議会が、市民自治において果たす役割を定めており、

第 2 項では、その役割を果たすうえで、市民の意思の反映に努めることを定めています。 

　第 3 項では、第 10 条（市民の権利）第 3 号に基づき、議会が市民への説明責任を有し

ていることから、開かれた議会運営を求めており、第 4 項では、そのために、議会の全て

の会議（本会議、委員会、地方自治法 100 条第 12 項の規定による協議又は調整を行う

ための場）を原則公開しなければならないことを定めています。 

第 5 項は、議会は市民の意見を反映させるために、公聴会などを行わなければならない

ことを定めています。その他必要な措置については「栃木市議会基本条例」において、請

願及び陳情の提案者の意見を聴く機会、市民との意見交換の場を設けることを定めていま

す。 

　第 6 項では、議会に関して、必要な事項は別に条例で定めることとしており、より詳細

な規定は「栃木市議会基本条例」で定めています。 
 

○本会議 
市議会の定例会、臨時会において議員全員で行う会議を指す。 

○委員会 
特定の議員において構成する常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を指す。 

○地方自治法 100 条第 12 項の規定による協議又は調整を行うための場 
栃木市議会会議規則第 152 条において規定する議員全員協議会、各会派代表者会議、議員研究会を指す。 

○栃木市議会基本条例　　 
平成 23 年 4 月 1 日施行 

 

 

 

 

 

 

 

（議会の権限と責務） 

第１6 条　議会は、市の重要な意思決定、市政運営に関する監視及び評価、政策の立案

等を行う。 

2　議会は、その権限を行使するに当たり、市民の意思を適切に反映させなければならな

い。 

3　議会は、市民との情報の共有化を図るとともに、議会活動に関する情報を市民に分か

りやすく説明し、開かれた議会運営に努めなければならない。 

4　議会は、全ての会議（委員会及び地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」

という。）第１00 条第１2 項の規定による協議又は調整を行うための場を含む。）を

原則として公開しなければならない。 

5　議会は、市民の意見を議会活動に反映させるため、公聴会の開催その他必要な措置を

講じなければならない。 

6　その他議会に関し必要な事項は、別に条例で定める。

・栃木市議会基本条例 

・栃木市議会政治倫理条例

関連条例等

市の花　アジサイ
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【解説】 

第 17 条は、栃木市議会議員としての責務を定めています。 

第 1 項は、自治の基本理念にのっとり、議員の役割について定めています。 

第 2 項は、議会が第 16 条（議会の権限と責務）第 3 項、第 4 項の責務を負うことと

同様に、議員にも市民に対する説明責任があり、それを果たすために市民に開かれた議会

運営が求められています。 

第 3 項では、議会が第 16 条第 2 項の責務を果たすために、議員は市民の意見を市政等

に反映させる責務があることを定めています。 

第 4 項では、議員に関して、必要な事項は別に条例で定めることとしており、より詳細

な規定は「栃木市議会基本条例」で定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議員の責務） 

第１7 条　議員は、市民の信託に応え、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実

に職務を遂行しなければならない。 

2　議員は、市民に開かれた議会運営の実現に努めなければならない。 

3　議員は、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会運営に反映させなければなら

ない。 

4　その他議員に関し必要な事項は、別に条例で定める。

栃木市議会（議員） 

市 民 の 信 託 に 基 づ く も の 

　　　　　　　　　　　
議会の原則公開公 聴 会 等

市　民　　　　　　　　　　　

行　政　　　　　　　　　　　

重要な意思決定 監 視 及 び 評 価 政 策 の 立 案

開かれた議会運営 市民の意思の反映

・栃木市議会基本条例 

・栃木市議会政治倫理条例

関連条例等
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　　　第６章　執行機関 

 

 
 

【解説】 

　栃木市を統轄する市長は、市民から直接選挙によって選ばれた市の代表という地位にあ

り、市長以外の執行機関に比べて責任が重いことから、第 18 条として、市長の権限と責

務について特別に定めています。 

第 1 項では、市長には市民の信託を受けた者として、また市政を代表する者として、市

政運営全般を、公平、公正かつ誠実に遂行することが求められます。 

第 2 項では、市長には栃木市の代表者としてこの条例の自治の基本理念にのっとり、市

民自治の実現に向けた市政運営が求められています。 

第 3 項では、市長は、就任時に、市民自治の実現に努めることを市民に対して宣誓しな

ければならないこととしています。 

宣誓は「市長の就任の宣誓に関する要領」により実施しており、市長就任後最初の市議

会で宣誓を行っています。 

第４項では、市長に関し必要な事項は別に定めることとしており、現在は、栃木市長等

政治倫理規範を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市長） 

第１8 条　市長は、市民の信託に応えるため、指導力を発揮するとともに、法令の定め

るところにより公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。 

2　市長は、この条例の自治の基本理念にのっとり、市民自治の実現に努めなければなら

ない。 

3　市長は、就任に当たっては、市民自治を実現するため、本市の代表者として公平、公

正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければならない。 

4　その他市長に関し必要な事項は、別に定める。

・市長の就任の宣誓に関する要領 

・栃木市長等政治倫理規範

関連条例等

市の鳥　カモ
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【解説】 

第 19 条は、その他の執行機関である教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査

委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の責務について定めています。 

 

 
 

【解説】 

地方分権が進む中、市が自らの責任と創意工夫の下で行う業務が、これまで以上に複雑

多岐にわたっており、このような状況に的確に対応するため、第 20 条では、市の職員の

責務について定めています。 

第 1 項では、市職員は、市民全体の奉仕者として、法令やこの条例等を遵守しながら公

平、公正かつ誠実に職務を遂行することを定めています。 

第 2 項では市職員に、組織内はもとより組織間の連携を図ることで、効率的、効果的に

職務を遂行することを求めています。 

第 3 項では、職務に取り組むに当たり、必要な知識や能力の向上に努め自己研さんする

ことが求められています。 

第 4 項では、市職員は、一人の職員であるとともに地域の一員として、積極的に地域の

まちづくり活動に協力するように定められており、そういった活動を通して、より一層の

市民の信頼獲得に努めることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行政委員会等） 

第１9 条　行政委員会等は、その職務に応じて、市長と同様の責務を負い、法令の定め

るところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、市長及び他の行政委員会等と協

力連携して、市政運営に当たらなければならない。

（市職員） 

第 20 条　市職員は、市民全体の奉仕者として、市民自治の実現のため、法令の定める

ところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信頼獲得に努めなければな

らない。 

2　市職員は、職員間の連携を密にし、効率的かつ効果的に職務を遂行しなければならな

い。 

3　市職員は、職務遂行に当たって、必要な知識の習得、創意工夫、技能向上等に努めな

ければならない。 

4　市職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、地域のまちづくりに積極的に参画

するように努めなければならない。
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第７章　情報の共有　 

 

 
 

【解説】 

　第 21 条は、第 7 条（情報共有の原則）に基づき、市の責務として情報共有を定めるも

のです。 

第 1 項は、第 7 条第 2 項における、情報は市民と市が共有する財産であるという前提

のもと、まちづくりや市政に関する積極的な情報提供と、分かりやすい説明を求めており、

第 2 項では、そのための仕組みとして必要な制度の整備を求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（情報共有） 

第 2１条　市は、市が保有する情報は、市民と市が共有する財産であるとの認識のもと

に、まちづくり及び市政に関する情報を積極的に公表し、市民に分かりやすく説明し

なければならない。 

2　市は、まちづくり及び市政に関する情報の共有化を推進するため、次に掲げる制度の

整備に努めなければならない。 

(1)　市の情報を分かりやすく提供する制度 

(2)　市の会議を公開する制度 

(3)　市民の意見、提言等を市政に反映させる制度

情報共有の原則 

情報は市民と市が共有する財産

市民の意見、提言等を市政に反映させる制度

市 の 情 報 を 分 か り や す く 提 供 す る 制 度

市 の 会 議 を 公 開 す る 制 度

市の情報は 

みんなのもの
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【解説】 

　第 22 条は、市が保有する市政に関する情報の公開について定めており、これも、第 7

条（情報共有の原則）に基づくものです。 

　第 1 項では、市民の知る権利を保障するとともに、市民に対する説明責任を果たすため

に、市は市政に関する情報を積極的に公開することとしており、「栃木市広報紙発行規則」

により広報紙を発行し市の情報を提供しています。 

　第 2 項では、情報公開に関して、別に条例で定めることとしており、より詳細な規定は

「栃木市情報公開条例」で定めています。 
 
 
 

 
 

 
【解説】 

　情報の公開、提供は、参画と協働のまちづくりに欠かせないものですが、個人に関する

情報が厳重に保護されていることが前提となりますので、第 23 条では、市が保有する個

人情報の取扱いについて定めています。 

　第 1 項では、第 10 条（市民の権利）第 6 号を担保し、個人情報の保護に努めることを

定めています。 

　第 2 項では、市民にも個人情報の保護の重要性を認識してもらい、個人情報の保護に配

慮し、市の個人情報保護に関する施策に協力することを求めています。 

　令和５年３月まで、第３項「第 1 項に定めるもののほか、市が保有する個人情報の保護

に関し必要な事項は、別に条例で定める。」という条文がありました。それまでは、必要

な事項は「栃木市個人情報保護条例」で定めていましたが、令和５年４月からは、国の「個

人情報の保護に関する法律」が地方自治体にも適用され、法のもとでの全国共通の個人情

報保護に係る統一基準を設けることとなりました。それに伴い、「栃木市個人情報保護条

例」を廃止し、「栃木市個人情報の保護に関する法律施行条例」を施行することになり、

自治基本条例から委任された個人情報に関する条例がなくなることから、第３項は削除し

ました。それにより、栃木市独自の規定は無くなりましたが、引き続き、第１項及び第２

項に基づく個人情報の適切な取扱いをすることが求められます。 
 

 
 

（情報公開） 

第 22 条　市は、市民の市政に関する情報を知る権利を保障するとともに、市民に対す

る説明責任を果たすため、市が保有する情報を積極的に公開しなければならない。 

2　前項に定めるもののほか、市が保有する情報の公開に関し必要な事項は、別に条例

で定める。

（個人情報保護） 

第 23 条　市は、自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止等を求める権利を保障

し、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、市の保有する個人情報の保護

を図らなければならない。 

2　市民は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の保護に配慮し

なければならない。

・栃木市個人情報の保護に関する法律施行条例

・栃木市情報公開条例 

・栃木市広報紙発行規則 

関連条例等

関連条例等

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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　　　第８章　参画と協働　 

 

 
 

【解説】 

　第 24 条は、参画について市に求められる責務を定めており、これは、第 8 条（参画の

原則）に基づくものです。 

　第 1 項では、市には市民がより参画しやすい環境を整備するため、市民の参画する機会

を保障し、参画のための手続きを明確にするよう求められています。 

　市では、審議会等に市民から公募する委員を原則入れること及び募集手続等を定めた「審

議会等の設置及び運営に関するガイドライン」を制定しています。 

第 2 項では、参画しない又は子育てや仕事などの理由で参画できない市民が不利益を受

けることがないように配慮することを求めています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

【解説】 

　第 25 条は、市民と市の協働について定めており、これは、第 9 条（協働の原則）に基

づくものです。 

第 1 項では改めてまちづくりのために、市民と市に協働することを求めています。 

第 2 項では、市は、市民の自発的な意思に基づいて行われるまちづくり活動を支援する

こととしています。市では、例えば栃木市市民協働まちづくりファンドを設置し、補助事

業を通じて支援を行っています。 
○栃木市市民協働まちづくりファンド 

　　市民の主体的参加による公益的な市民活動を推進する事業の財源に充てるため、設置された基金。 

 

 

 

 

 

（参画） 

第 24 条　市は、市民参画を実現するため、市民がまちづくり及び市政に参画する機会

を保障し、参画のための手続を明確にしなければならない。 

2　市は、市民がまちづくり又は市政に参画しない、又は参画できないことによって、不

利益を受けることのないように努めなければならない。

（協働） 

第 25 条　市民及び市は、まちづくりを推進するため、協働しなければならない。 

2　市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するため、必要な支援を行わなければな

らない。

・栃木市審議会等の設置及び運営に関するガイドライン 
 

関連条例等

・栃木市市民協働まちづくりファンド条例 

・とちぎ市民活動推進センター条例

関連条例等
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【解説】 

　第 26 条は、住民投票に関する基本的な考え方について定めています。住民投票は間接

民主制度を補い、多くの住民の意向を直接把握し、市民参画を制度として保障する仕組み

です。 

住民投票を実施するには、案件ごとに個別の住民投票条例を議会の審議を経て制定する

場合もありますが、栃木市においてはこの第 26 条を基に常設型の住民投票制度の設置を

定め、要件を満たせば住民投票を実施できる環境を整備しています。 

　第 1 項では、市長は住民の意思を確認するために住民投票を実施することができること

を規定しています。 

第 2 項では、選挙権を持つ住民の総数の 6 分の 1 以上の連署をもって住民投票の実施

を請求できるとしたうえで、第 3 項では、この請求があったとき、市長は、速やかに住民

投票を実施しなければならないこととしています。 

第 4 項では、市は、この住民投票の結果を尊重することとしており、法的拘束力を持た

ない住民投票の結果を、市民の意思として尊重することとしています。 

第 5 項では、住民投票に関して、別に条例で定めることとしており、より詳細な規定は

「栃木市住民投票条例」で定めています。 

 

 

 

住民投票の手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（住民投票） 

第 26 条　市長は、市政に係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住

民投票を実施することができる。 

2　議員及び市長の選挙権を有する住民の総数の 6 分の１以上の連署をもって、市長に

対し、住民投票の実施を請求することができる。 

3　市長は、前項の規定による請求があったときには、速やかに住民投票を実施しなけれ

ばならない。 

4　市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

5　前各項に定めるもののほか、住民投票の請求及び実施に関する手続その他必要な事項

は、別に条例で定める。

選挙権を持つ住民の総数の 6 分の１以

上の連署をもって住民投票の実施請求

・栃木市住民投票条例 

関連条例等

市は速やかに住民投票を実施

市は、住民投票の結果を市民の意思とし

て尊重
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【解説】 

　第 27 条は、審議会等（審議会、審査会、調査会、各種委員会等）の委員の公募等につ

いて定めています。 

審議会等は、執行機関の要請に応じて審議・審査・調査等を行うものでありますが、市

民参画の理念に基づき、その過程で市民の意見等を反映するために公募委員を選任するこ

とが必要であると考えます。 

第 1 項では、審議会等の委員の人数や性質は様々なため、一律で公募委員の比率や人数

を定めることできませんが、一定数以上を公募しなければならないことを定め、審議会等

に必ず一人は公募委員が含まれ、市民の意見が反映されることを求めています。 

第 2 項では、例外として、公募委員を含めない場合の条件を定めています。 

第 3 項では、審議会等の委員の構成において、男女比や年齢構成に配慮しなければなら

ないことを定めています。 

第 4 項では、審議会等は市議会の会議と同様、原則公開であることを定めています。 

第 5 項では、委員等の公募に関して、審議会等毎に個別の募集要項を定めることとして

います。 

なお、市では本条の規定を踏まえ、委員の公募や会議の公開を定めた「栃木市審議会等

の設置及び運営に関するガイドライン」に沿って運用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（審議会等）　 

第 27 条　市は、審議会等（法第１38 条の 4 第 3 項に定める附属機関及び任意設置の

附属機関をいう。以下同じ。）の設置に当たっては、市民の意見をより広く市政に反

映させるとともに、市民の参画及び市民と市の協働を推進するため、委員及びその他

の構成員（以下「委員等」という。）の一定数以上を公募しなければならない。 

2　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらず審議

会等の委員等を委嘱することができる。 

(1)　法令の規定により委員等の構成が定められている場合 

(2)　認定、判定、推薦等を行うために設置した審議会等で専ら高度な専門性を有する事

案又は個人情報等を取り扱う場合 

3　市は、審議会等の設置に当たっては、委員等の男女比、年齢構成及び地域構成に配慮

しなければならない。 

4　市は、審議会等の会議については、原則として公開しなければならない。 

5　第１項から第 3 項に定めるもののほか、委員等の公募については、別に定める。

・栃木市審議会等の設置及び運営に関するガイドライン 

関連条例等
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【解説】 

　第 28 条は、市民の市政への参画の機会を保障するための制度である意見募集制度（パ

ブリックコメント）等について定めています。 

第 1 項では、市民生活に重大な影響を及ぼす計画、条例、施策に関して意見を募集する

ことを定めています。 

第 2 項では、市に対して、単に意見募集を行うだけではなく、提出された市民の意見を

十分に考慮し、対応することを求めています。 

第 3 項では、意見募集の手続きに関しては、別に条例で定めることとしており、より詳

細な規定は、「栃木市パブリックコメント手続条例」で定めています。　 
 

　○パブリックコメント 
　　行政が施策などについて意思決定を行う前に、広く市民からの意見を募り、意思決定に反映させることを目的とした

制度。市民から寄せられた意見は、とりまとめの上、市としての見解を添えて公表することになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（意見募集） 

第 28 条　市は、次に掲げる事項のうち、市民生活に重大な影響を及ぼすものについて

は、市民に当該事項に関する情報を事前に提供し、意見を求めなければならない。 

(1)　条例の制定、改正又は廃止 

(2)　計画の策定、変更又は廃止 

(3)　施策の実施、変更又は廃止 

2　市は、前項の手続により提出された市民の意見を十分考慮して意思決定を行うととも

に、その意見に対する市の考え方を公表し、説明しなければならない。 

3　前 2 項に定めるもののほか、意見募集に関する手続その他必要な事項は、別に条例

で定める。

・栃木市パブリックコメント手続条例

関連条例等
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　　　第９章　市政運営　 

 

 
 

【解説】 

第 29 条は、この条例の目的である市民自治の実現のために必要な、市政運営に関する

基本的な考え方を定めています。 

(1)　市政運営において最も基本的であり、地方自治法に地方公共団体の役割として定め

られている「市民福祉の増進」と、市民自治の基本である「市民の意見の反映」を

改めて定めています。 

 (2)　業務を行うに当たっては、最も基本となる誰に対しても公平公正であることを前提

とし、行政サービスに関する情報を公開することで、手続きをより分かりやすく明

確にすることが求められます。 

(3)　コスト意識を持ち効率的、効果的な市政運営を行うことが求められます。 

(4)　各地域が持っている資源を有効活用し、効果的な市政運営を行うよう規定していま

す。 

(5)　第 6 条（自然との共生の原則）に基づき、次世代への配慮として持続可能な循環型

社会を目指すべきであることを定めています。 

 (6)　市政運営については、常に検証を行い、見直していくことが必要であり、計画的に

行政改革を行うことを明確にしています。 

 (7)　全ての市民にとって分かりやすく、利用しやすい行政制度を整備することを求めて

います。 

 (8)　公共施設や道路、水道などの社会資本はもとより、基金や土地などの金融資産を含

む市の財産は、市民の共有の財産であり、次の世代を担う子どもたちに引き継いで

いかなければならないものであることを考えて、無駄なく大切に扱わなければなら

ないことを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

（市政運営の基本） 

第 29 条　市は、市政運営に当たり、次に掲げる事項に十分配慮しなければならない。 

(1)　市民の福祉の増進に努めるとともに、市民の意見が反映されるよう努めること。 

(2)　公平、公正を確保し、かつ透明性の高い事務執行に努めること。 

(3)　最少の経費で最大の効果を上げるよう努めること。 

(4)　地域における資源を最大限に活用するよう努めること。 

(5)　持続可能な循環型社会を築くよう努めること。 

(6)　行政改革の計画的な推進に努めること。 

(7)　全ての市民が共有できる簡素で分かりやすい行政制度の構築に努めること。 

(8)　市が保有する財産は、次世代に引き継がれる市民共通の財産であることを認識し、

効率的かつ効果的な管理及び活用に努めること。

・栃木市行政手続条例

関連条例等
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【解説】 

総合計画は、かつては地方自治法において策定が義務付けられていましたが、平成 23

年 8 月 1 日の地方自治法の改正により、その義務は廃止されています。そのような状況で

あっても、栃木市としてはまちづくりにおいて総合計画は必要不可欠であるという考えか

ら、第 30 条（総合計画）を定めており、第 1 項において、策定根拠を明確にしています。 

第 2 項では、栃木市の総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成

することとし、第 3 項では、総合計画の根幹をなす「基本構想」と「基本計画」について

は、議会の議決を経て定めることとしています。 

第 4 項では、総合計画の策定においては、第 2 章（自治の基本理念）において定められ

ている、まちづくりの主体が市民であり、市政は市民の信託に基づくという理念に則るこ

とを規定しています。 

第 5 項は、情報共有の観点から、総合計画に関する定量的な情報を、市民に分かりやす

い形で提供しなければならないと定めています。 

第 6 項は、市民自治の観点から市政運営の指針である総合計画の策定、見直しに市民の

参画を求めています。 

 

総合計画のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（総合計画） 

第 30 条　市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、総合計画を定めるものとす

る。 

2　総合計画は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1)　目指すべき将来の姿を示す基本構想 

(2)　前号の基本構想を具現化するための施策を定めた基本計画 

(3)　前号の基本計画を実現するための事務事業を定めた実施計画 

3　前項第１号の基本構想及び同項第 2 号の基本計画は、議会の議決を経て定めなけれ

ばならない。 

4　市は、総合計画をこの条例の自治の基本理念にのっとり策定し実施するとともに、適

切な進行管理及び評価に努めなければならない。 

5　市は、総合計画の達成目標、進捗状況及び評価結果を市民に分かりやすく公表しなけ

ればならない。 

6　市は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、市民に意見を求めるとともに、市民

の参画を求めなければならない。

基本構想（議会の議決が必要） 

市の目指すべき将来像と、施策の目標を掲げるもの

実施計画 

基本計画で示された施策を具体化する事務事業を取りまとめたもので、上

位施策への貢献度や効果を点検するもの。

基本計画（議会の議決が必要） 

基本構想に基づく施策を体系化し、内容を具体的に示すもの
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【解説】 

第 31 条は、財政運営のあり方について定めています。 

第 1 項では、地方財政法第 2 条で地方財政運営の基本として定められている健全な財政

運営に加えて、将来に向けて安定した持続可能な財政運営に努めることを定めています。 

第 2 項では、総合計画は市政運営の指針となるものであることから、予算の編成及び執

行に当たっては総合計画に基づき行うことを定めています。 

第 3 項では、普段市民が触れる機会の少ない、予算編成の過程について分かりやすく説

明することで、第 4 項では、財政に関する各種情報を、積極的に市民に対して情報提供し

ていくことで、市民に対して開かれた市政運営を実施していくことを定めています。 

 

 

 

 

 
 

【解説】 

栃木市においてはすでに行政評価の一部である「事務事業評価」をすでに実施していま

すが、第 32 条ではそれを含む行政評価の実施を市の責務として定めています。 

第 1 項では、事務事業評価を含む各種行政評価を行うこと、第 2 項では、その結果を、

政策等の見直しに反映し、効果的な市政運営を行うことを規定しています。 

第 3 項では、行政評価の透明性を確保し、その効果が判断しやすいように、市民にとっ

て分かりやすい指標等を用い、情報提供していくことを定めています。 
 

○行政評価 
行政が行う政策、施策、事務事業について、「市民にとっての効果は何か」、「当初期待したとおりの効果は上がっ

ているか」などという視点から客観的に評価・検証し、結果を事務改善・計画の見直しの判断材料とし、より良い市

政運営につなげていく手法。 

（財政運営） 

第 3１条　市は、財政基盤の強化を図り、計画的で健全かつ持続可能な財政運営に努め

なければならない。 

2　市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、これを執行しなければならない。 

3　市長は、予算編成の過程を、市民に分かりやすく説明しなければならない。 

4　市長は、財政計画、予算の編成、予算の執行、決算の認定、財産の保有状況その他財

政状況に関する資料を作成し、毎年度公表するとともに、市民に分かりやすく説明し

なければならない。

（行政評価） 

第 32 条　市は、政策、施策及び事務事業について、効率的かつ効果的に実施するため

に行政評価を実施しなければならない。 

2　市は、行政評価の結果を総合計画及び個別計画の進行管理並びに予算編成に反映させ

なければならない。 

3　市は、行政評価に当たっては、市民に分かりやすい指標等を用いるよう努めるととも

に、その結果を公表しなければならない。

・栃木市財政状況の公表に関する条例

関連条例等
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【解説】 

第 33 条は、市で行われている内部監査以外に、第三者による外部監査を行うことで、

更に市政運営の透明性、効率性を高めることが可能になるとの考えから定めたものです。 
○外部監査 
　内部組織による監査ではなく その組織とは関係のない第三者による監査の制度。 

 

 

 

 
 

【解説】 

第 34 条は、市の組織のあり方について定めています。 

 (1)　市の組織は、まず、市民の要望に的確に対応できること、そして市民にとって分か

りやすい組織であることを求めています。 

 (2)　市の組織に対して、効率的、機能的、そして社会情勢や環境等の変化に対応できる

柔軟性を求めています。 

 (3)　市の組織全体としての力を発揮させるため連携がしやすい組織編成を求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（外部監査制度） 

第 33 条　市は、適正で効率的かつ効果的な市政運営を確保するため、法令の定めると

ころにより、外部監査契約に基づく監査を実施するものとする。

（行政組織） 

第 34 条　市長等は、その内部組織の編成に当たり、法令に定めるもののほか、次に掲

げる事項に十分配慮しなければならない。 

(1)　市民のニーズに的確に対応し、市民にとって分かりやすい組織であること。 

(2)　効率的かつ機能的な組織であるとともに、社会情勢、環境等の変化にも柔軟に対応

できる組織であること。 

(3)　市の組織間の相互連携が容易なこと。

市役所の組織のありかた

 

市民のニーズ

に的確に対応

できて、市民

にとってわか

りやすい

 

効率的、機能

的で社会情勢

や環境等の変

化に対応でき

る 

 

組織の壁を越

えて横の連携

をしやすい 

・栃木市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

関連条例等

・栃木市部設置条例 

・栃木市行政組織規則

関連条例等
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【解説】 

法務行政については、地方自治法第 2 条第 12 項において、地方公共団体は関係法令を

地方自治の本旨と、国と地方公共団体の役割を踏まえて、解釈、運用することと定められ

ています。 

法令については、従来は、国の指導や通知に従ってそのまま運用していましたが、現在

は多種多様な市民ニーズや行政課題に対応するために、全国一律の国の解釈に従うのでは

なく、市が責任をもって、実情に合わせた法令解釈を行うことが必要です。また、地方分

権改革により、地域の自主性、自立性が求められており、そのための環境も整備されてい

るところです。 

これらを踏まえ、第 35 条では、積極的な法令等の学習研究による自主的な法律解釈を

推進し、実情にあった条例や規則などを制定、活用することにより、更なる市民ニーズや

行政課題への的確な対応を求めています。 

 
○法務行政 

条例・規則・要綱等の制定改廃、法令の解釈運用、争訟への対応等。 

 

 
 

【解説】 

　第 36 条は、行政手続法、栃木市行政手続条例等に基づき、行政手続の基準を明確にす

ることで、公正の確保、透明性の向上、手続きの迅速化がなされることを求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法務行政） 

第 35 条　市は、独自の政策を実現し、又は地域の課題を解決するため、法令の解釈及

び運用並びに条例その他の例規の制定、改正又は廃止に積極的に努めなければならな

い。

（行政手続） 

第 36 条　市は、処分、行政指導、届出等に関する行政手続に関して、法令及び別に条

例で定めるところにより共通の基準を明らかにし、公正の確保、透明性の向上及び手

続の迅速化を図らなければならない。

・栃木市行政手続条例

関連条例等
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【解説】 

　第 37 条は、市職員についての施策のあり方について定めています。 

第 1 項では、市長その他の任命権者の責務として、効率的で効果的な市政運営と市職員

の人材育成という目的を達成するために、市職員の適材適所の配置を求めています。 

　第 2 項は、同じく市長その他の任命権者の責務として、市職員の人材育成の環境を整え

ることで積極的に市職員の資質の向上に努めることを規定しています。 

 
〇市長その他の任命権者 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、代表監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、消防長、公営

企業管理者（栃木市の場合は市長）、議長を指す。 

 

 
 

【解説】 

第 38 条は、市が出資等をしている団体に対する市の役割等について定めています。 

市が出資等をしている団体は、地域社会の形成や市民活動の支援など、公共的なサービ

スを展開する重要な機関を指します。 

第 1 項では、このような団体の運営の透明性を確保し、出資等の目的が適正に達成され

るよう、市は団体の業務や財務の状況を把握するよう努めなければならないことを定めて

います。 

第 2 項では、市は、このような団体が出資等の目的を、効果的、効率的に達成できるよ

うに努めなければならないことを定めています。 

 
○事務の委託 

自治法第 252 条の 14 の規定に基づく「事務の委託」のことを指す。 

 

 

 

 

 

 

（職員施策） 

第 37 条　市長その他の任命権者は、効率的かつ効果的な市政運営を実現するとともに、

市職員の人材育成を図るために、市職員の適正な配置を行わなければならない。 

2　市長その他の任命権者は、市職員の人材育成を図るため、研修制度を充実させるとと

もに、市職員の自己研さんの機会の提供に努めなければならない。

（出資団体等） 

第 38 条　市は、市が出資、補助、事務の委託又は職員の派遣を行っている団体に対し

て、必要に応じて、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めなければなら

ない。 

2　市は、当該団体に対して、市の出資等の目的が適正かつ効率的、効果的に達成される

よう要請するとともに、必要な支援を行わなければならない。
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【解説】 

東日本大震災や、福島原発事故、関東・東北豪雨など、市民の安全・安心を脅かす事態

が生じています。これらのような想定を越える地震、風水害などの自然災害のほか、放射

性物質による汚染、大規模な火災や爆発などの事故、感染症や食中毒などの健康危機、情

報セキュリティ対策、武力による威嚇や攻撃など、危機管理の対象は多岐にわたっていま

す。そうした緊急時に備え、より強固な危機管理体制の構築を市に求めています。第 1 項

では、まず、災害等に即時に対応できるような、市の総合的な危機管理体制を整備するこ

とを求めています。 

第 2 項では、市民、自主防災組織等との協力、連携という横の繋がりを強化し、地域の

防災力を活用することで危機管理体制を強化することを定めています。 

第 3 項では、市は、地域防災の要である自主防災組織の設立や運営に関して必要な支援

を行い、市民による自主的な地域の防災力の強化に努めなければならないことを定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（危機管理） 

第 39 条　市は、災害等の緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産を守るため、危機

管理体制の強化に努めなければならない。 

2　市は、危機管理体制の強化のため、市民、自主防災組織その他関係機関との協力及び

連携を図らなければならない。 

3　市は、市民による自主防災組織の設立、運営に関して必要な支援を行い、地域の防災

力の強化に努めなければならない。

・栃木市防災会議条例 

・栃木市地域支え合い活動推進条例 

・栃木市消防団設置条例 

関連条例等
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【解説】 

第 40 条は、適法かつ公正な市政運営を行い、市民の信頼を損なうことのないように、

公益通報（内部告発）について定めています。ここでいう「市政の適法かつ公正な運営を

妨げ、かつ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為」とは公益通報者保護法で公益

通報の対象となる犯罪行為や法令違反行為を指します。 

第 1 項は、公益通報に関する市職員の責務について定めており、事実を速やかに公益通

報しなければならないという義務的規定になっています。 

　第 2 項は、公益通報を行いやすい環境にするために、公益通報（内部告発）に関する体

制の整備と、通報者が不利益を受けないための適切な措置を求めています。 
 
○公益通報 

刑法や食品衛生法など国民の生命、身体、財産等の保護に係る法律に規定される犯罪行為や法令違反行為が生じ、又

は、正に生じようとしている場合に、そこで働く労働者（パートや派遣も含む。）が、事業者内部や行政機関などに

通報すること。 

 

 
 

【解説】 

　第 41 条は、市は、市民からの要望等（要望、提言、意見、苦情等）に対し、迅速かつ

誠実に対応することと定めています。 

苦情等の対応については行政不服審査法や行政事件訴訟法などの制度が整備されていま

すが、まずは、窓口等において市職員の適切な対応が求められます。市民からの要望等に

ついて、市の組織としての対応を確実なものとしていくために、市職員一人一人の意識改

革や市職員のレベルアップが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公益通報）　 

第 40 条　市職員は、市政の適法かつ公正な運営を妨げ、かつ、市政に対する市民の信

頼を損なうような行為のあることを知ったときは、速やかにその事実を公益通報に関

する機関に通報しなければならない。 

2　市は、法令の定めるところにより、市職員等から行われる公益通報を受ける体制を整

備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じなけれ

ばならない。

（要望等への対応） 

第 4１条　市は、市民の市政に対する要望、意見、苦情等に対しては、迅速かつ誠実に

対応し、市民の権利及び利益の保護に努めなければならない。
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【解説】 

　第 42 条は、市としての近隣自治体、県、国との広域連携について定めており、市には

市内のまちづくりだけでなく、市外を含む広域的なまちづくりにも協力することが求めら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【解説】 

　第 15 条（交流）では、市民に対して様々な活動を通じて積極的に市外の人々と交流を

図ることを期待していますが、第 43 条では、国内に住む外国の人たちや、外国に住む人

たちとの交流を市が支援することを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広域連携） 

第 42 条　市は、近隣自治体、栃木県及び国との連携を積極的に図り、広域的なまちづ

くりに協力するものとする。

（国際交流） 

第 43 条　市は、国際交流の輪を広げ、市民の国際交流活動の支援に努めるものとする。

栃木県

近隣 

自治体
国

栃木市



- 37 - 

第 10章　条例の見直し等　 
 

 
 
【解説】 

第 44 条では、自治基本条例の施行に当たり、積極的な市民参画を実現するために市民

会議について定めています。 

第 1 項では、この条例の施行状況を検証する諮問機関として、市民会議を設置すること

を定めています。 

第 2 項では、市民会議の構成について規定しており、市民参画を意識し、より市民目線

の意見を取り入れられるような構成を求めています。 

第 3 項では、市民会議の検証する対象について規定しており、自治基本条例の施行状況

や改善のみに限らず、広く市政運営について検証し、市長に報告することとしています。 

第 4 項では、市長は、市民会議からの報告を市民の直接の意見として重く受け止め、そ

の報告とそれへの市としての対応結果については、広く情報提供することを定めています。 

第 5 項では、市民会議について必要な規定は別に条例で定めることとしており、より詳

細な規定は「栃木市市民会議条例」で定めています。 

なお、市民会議は市政運営について検証し、市長への報告を行う諮問機関であり、議会

のように市政運営に対する議決権を持つ機関ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民会議） 

第 44 条　この条例の実効性を高めるとともに適切な運用を図るため、市の附属機関（以

下「市民会議」という。）を設置する。 

2　市民会議は、市民を中心に構成し、公募による委員を一定数以上含まなければならな

い。 

3　市民会議は、次に掲げる事項について検証し、市長に報告するものとする。 

 (1)　この条例の施行状況等及びこの条例の改善に関する事項 

 (2)　その他市長が必要と認める事項 

4　市長は、前項の規定による報告を受けたときは、報告された事項及び講じた措置につ

いて、市民に公表しなければならない。 

5　前各項に定めるもののほか、市民会議に必要な事項は、別に条例で定める。

・栃木市市民会議条例

関連条例等
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【解説】 

　第 45 条は、この条例が、栃木市のまちづくりや市政運営の基本ルールとして、その役

割を十分果たすため、定期的な条例の見直しを行うこととしています。 

　第 1 項では、社会情勢の変化に対応するために長くとも 5 年以内に条例の検証、見直し

をしなければならないこととし、その後も同様に 5 年以内に繰り返し検証、見直しを行う

ことと定めています。 

第 2 項では、この条例は、市民が中心となり検討をしてきたことから、この条例の検証、

見直しなどを行う際も、広く市民の意見を反映させるよう市民参画を求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（条例の見直し） 

第 45 条　市は、この条例の施行の日から 5 年を超えない期間ごとに、この条例の規定

を検証し、見直し等必要な措置を講じなければならない。 

2　市は、前項の検証及び見直し等に関しては、市民会議のほか、市民の参画の下に行わ

なければならない。

５
年
以
内

５
年
以
内

５
年
以
内
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附　則　 

 

 
 

【解説】 

　附則では条例の本則（本文）に付随する必要事項を規定しています。 

　第 1 項では、この条例の制定から一定の周知期間を設けるため平成 24 年 10 月 1 日か

ら実際に施行することを定めています。 

　第 2 項では、この条例内で制定を求めている他の条例については、施行日から 3 年以内

（平成 27 年 9 月 30 日）までに制定、施行することを定めています。 

　第 3 項では、施行日以降に委員を委嘱する審議会等については、第 27 条（審議会等）

第 1 項の規定に基づいて、公募委員を一定数以上設けることを規定しています。 

　第 4 項では、合併時から平成２７年３月まで旧町の各地域に設置されていた地域自治区

については、第１４条の趣旨を踏まえ検証と調整を行い、設置期間経過後においてもまち

づくりを推進するより良い仕組みを構築するために、必要な措置を講じることとしていま

す。市では市民による身近な地域のまちづくりに関する取り組みを推進するため、平成２

６年１２月１８日に「栃木市地域づくり推進条例」を制定しました。 

　附則（令和３年条例第６４号）は、市民会議による提言を受けて行った条文改正（第１

２条）について、令和４年４月１日から施行することを定めています。 

また、附則（令和５年条例第２号）は、個人情報の保護に関する法律が地方自治体に適

用されることに伴った条文改正（第１０条、第２３条）について、令和５年４月１日から

施行することを定めています。 

 

 

 

 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、平成 24 年１0 月１日から施行する。 

（この条例に基づき整備が必要な条例等の整備に関する経過措置） 

2　この条例の施行に伴い整備が必要な条例等は、この条例の施行の日から 3 年を超え

ない範囲で制定し、施行するものとする。 

　（審議会等の委員の公募に関する経過措置） 

3　この条例の施行の際、現に委員を委嘱している審議会等については、第 27 条第１項

の規定は、当該審議会等において現に委嘱している委員の任期終了後新たに委嘱する

委員から適用する。 

（検討） 

4　市は、第１4 条の趣旨を踏まえ、合併に伴い設置された地域自治区については、恒常

的な検証と調整を行い、設置期間経過後においても市民の意向を把握し、まちづくり

を推進するより良い仕組みを構築するために、必要な措置を講ずるものとする。 

　附　則（令和３年条例第６４号） 

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

　附　則（令和５年条例第２号） 

　この条例は、令和５年４月１日から施行する。

・栃木市地域づくり推進条例

関連条例等



- 40 - 

 

・付　録 

栃木市自治基本条例素案 

提言書（H23.11.9） 

 
栃木市自治基本条例素案の提言にあたって 

 
栃木市自治基本条例市民会議 

　委員長　児玉博昭 
 
　本格的な分権型社会では、地方自治のあり方はそ

れぞれの地方自治体が自ら明らかにしなければなら

ない。また、今後のまちづくりや市政運営では、行

政だけではなく市民や議会がともに力を合わせて取

り組むことが求められる。こうした中、自治体の基

本理念や運営の基本ルールを定めた、自治基本条例

の制定をめざす動きが各地に広がっている。  
 
　栃木市では、合併前の旧栃木市と旧大平町が自治

基本条例を制定していた経緯があり、また、1 市 4

町が合併し新市として発足したため、新市にふさわ

しい基本理念、まちづくりや市政運営に関する共通

ルールを改めて定める必要がある。  
 
　われわれ栃木市自治基本条例市民会議は、平成

22 年 10 月に市長からの委嘱を受け、栃木市のま

ちづくりや市政運営のあり方について検討を重ね、

今般この自治基本条例素案を取りまとめた。  
 
　本市民会議は、公募委員、関係団体代表者、市議

会議員、市職員の総勢 70 名からなり、かつ合併前

の旧 1 市 4 町から幅広く委員が選ばれており、まさ

に市民・議会・行政が一堂に会し、全地域が一丸と

なった会議である。  
 
　会議の運営にあたっても、単に事務局が用意した

素案を追認するのではなく、委員がワークシートを

作成して真剣に議論を重ね、議事録を確認しながら

丁寧に作業を積み上げた。市民説明会の開催も市民

会議の主催で行っており、行政主導ではなく市民主

導の運営であったと自負している。  
 
　本条例素案は、こうして約 1 年間にわたり、22

回にもおよぶ全体会議と8か所での市民説明会での

検討を経たものであり、法令として拙い言い回しは

あるかもしれないが、参加した一人一人の地道な努

力の結晶である。  
 
　条例素案の検討を通じ、行政や議会に対する市民

の期待が大きいことをあらためて認識したが、市民

がまちづくりや市政運営に参画することの重要性も

明らかとなった。この点から、本市民会議では、条

例の目的を市民自治の実現とし、まちづくりの主体

は市民であり、市政は市民の信託に基づくものであ

ることを基本理念としている。  
 

　栃木市におかれては、本市民会議の検討経緯なら

びに本条例素案の趣旨を十分にご理解のうえ、本条

例の制定に向けてご尽力いただくとともに、本条例

が、栃木市における市民自治の要として、将来にわ

たって活かされることを心から願い、ここに提言す

る。  
 
　なお、この提言にあたり、条例素案に関連した次

の 3 点について特に付言する。  
 
○　条例素案の条文において詳細を別の条例等に委

ねるとした点については、本条例素案の趣旨に則

り、本条例制定後、必要な例規を早急に整備し、

適切な運用を図られたい。  
 
○　条例素案第 26 条の住民投票については、住民

からの請求要件を有権者総数の6分の1以上とす

べきか、10 分の 1 以上とすべきかで委員の意見

が分かれた。  
　　6 分の 1 以上とする意見は、多くの住民の意見

を反映するよう一定のハードルを設けるべきとの

理由であり、これに対して 10 分の 1 以上とする

意見は、合併による市域の拡大にあわせ、人口の

少ない地域の意見も尊重されるよう要件を緩和す

べきとの理由による。  
　　熟議の結果、市民会議としては最終的に 10 分

の 1 以上と結論づけたが、委員には 6 分の 1 以

上とする意見も多かったことを申し添える。  
 
○　条例素案第 27 条の審議会等については、委員

の一定数以上を公募しなければならないとしたが、

公募委員の定数等を明記すべきとの意見もあり、

委員から具体的な提案もなされた。市民会議とし

ては意見を集約できなかったものの、委員公募の

重要性については認識の一致するところであり、

委員の公募について具体的なガイドラインを早急

に設定するよう要望する。  
　　あわせて、条例素案第 44 条の条例制定後に設

置される自治基本条例市民会議の公募委員の定数

等については、本市民会議における公募委員の割

合を基礎として設定されたい。  
 

以上  
 
 

 

栃木市自治基本条例（案） 
 
前文 

わたしたちのまち栃木市は、栃木県の南部に位置

し、太平山などの山々から関東平野を望む、緑豊か

なまちです。 
山々から湧きいずる悠久の流れが、豊かな田園を

育み、広大な渡良瀬遊水地は数多くの動植物が生息

する貴重な自然環境を形成しています。また、県名

発祥の地としての歴史を有し、市内各所に蔵などの

伝統的な建造物が数多く残り、地域の誇りとして大
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切に保存されています。 
このまちに住み、働き、学び、活動するわたした

ちは、それぞれの個性や立場を尊重し合い、地域の

コミュニティや絆を大切にします。そして、地域の

魅力や資源を活かしたまちづくりを推進し、活力に

満ちて、住みやすく、誰もが未来への希望溢れる栃

木市を創っていきたいと考えています。 
そのためには、市政の主権者である市民が、まち

づくりや市政に積極的に参画し協働することが大切

であり、市民の信託を受けた市長や市議会は、その

信託の重要さを十分に認識して市政運営に当たる責

任があります。 
わたしたちは、こうした市民を中心としたまちづ

くりや市政運営を行うことを「市民自治」と考え、

その実現のために、市の最高規範としてこの条例を

制定します。 
 
目次 

第 1 章　総則（第 1 条―第 3 条） 
第 2 章　自治の基本理念（第 4 条） 
第 3 章　自治の基本原則（第 5 条―第 9 条） 
第 4 章　市民（第 10 条―第 15 条） 
第 5 章　議会（第 16 条―第 17 条） 
第 6 章　執行機関（第 18 条―第 20 条） 
第 7 章　情報の共有（第 21 条―第 23 条） 
第 8 章　参画と協働（第 24 条―第 28 条） 
第 9 章　市政運営（第 29 条―第 43 条） 
第 10 章　条例の見直し等（第 44 条―第 45 条） 
附則 
 

　　　第 1 章　総則 
（目的） 

第 1 条 この条例は、本市における自治の基本理念

を明らかにし、市民の権利及び責務並びに市長及

び議会の権限と責務を明確にするとともに、市政

に関する基本的な事項を定めることにより、協働

のまちづくりを推進し、市民自治の実現を図るこ

とを目的とする。 
（この条例の位置付け） 

第 2 条　この条例は、本市の最高規範であり、市は

この条例に基づいて市政の運営に当たらなければ

ならない。 
2　市は、この条例の趣旨に則り、市政の推進に向

けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例

その他の例規並びに計画及び政策の総合的な体系

化に努めなければならない。 
3　市民、議員、市長及び行政委員会等並びに市長

及び行政委員会等の補助機関である市職員（以下

「市職員」という。）は、この条例に定められた

それぞれの役割、責務等に従い、本市の市民自治

の実現に努めなければならない。  
（定義） 

第 3 条　この条例において、次の各号に掲げる用語

の定義は、当該各号に定めるところによる。 
(1)  市民　市内に在住、在勤又は在学する個人及

び市内に事務所を置く事業者をいう。 
(2)  事業者　営利又は非営利の活動、公共的活動

その他の活動を行う団体をいう。 

(3)  市　市議会及び市の執行機関を含めた基礎

的自治体としての栃木市をいう。 
(4)　行政委員会等　教育委員会、選挙管理委員会、

公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資

産評価審査委員会をいう。 
(5)　まちづくり　住みやすく、活力ある地域社会

をつくること、又はそのために行われる全ての

公共的な活動をいう。 
(6)　市政　まちづくりのうち、市民の信託に基づ

き市が行うものをいう。 
(7)　参画　市民が、まちづくり並びに市の政策の

立案、実施及び評価の過程に、責任を持って主

体的に関与することをいう。 
(8)　協働　市民と市が、それぞれの責任及び役割

に基づいて、対等な立場で連携協力することを

いう。 
 
第 2 章　自治の基本理念 

（自治の基本理念） 
第 4 条　市民及び市は、次に掲げる理念により、ま

ちづくりを推進するものとする。 
(1)　まちづくりは、市民が主体である。 
(2)　市政は、市民の信託に基づくものである。 

 
第 3 章　自治の基本原則 

（人権尊重の原則） 
第 5 条　市民及び市は、一人一人の基本的人権を尊

重しなければならない。 
2　市民は、まちづくりにおいて平等であり、お互

いにそれぞれの国籍、年齢、性別、心身の状況、

社会的又は経済的状況等の違いに配慮し、それぞ

れの立場を尊重しなければならない。 
3　市は、まちづくりに当たって、市民の個性及び

能力が最大限に発揮できるよう配慮しなければな

らない。 
（自然との共生の原則） 

第 6 条　まちづくりは、人と自然との共生を基調と

して推進しなければならない。 
（情報共有の原則） 

第 7 条　まちづくりは、市民と市が情報を共有して

推進しなければならない。 
2　市が保有する情報は、市民と市が共有する財産

である。 
（参画の原則） 

第8条　市政は市民の参画が保障されていなければ

ならない。 
2　市は、市政に市民の参画を図るための取り組み

を積極的に推進しなければならない。 
（協働の原則） 

第 9 条　まちづくりは、市民と市が協働して推進し

なければならない。 
 

第 4 章　市民 
（市民の権利） 

第 10 条　市民は、次の各号に掲げる権利を有する

ものとする。 
(1)　個として尊重され、快適な環境で、安全で安

心な生活を営む権利 
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(2)　まちづくり及び市政に参画する権利 
(3)　行政サービスを受ける権利 
(4)　市政に関する情報を知る権利 
(5)　市に対して意見、提案等を表明する権利 
(6)　市に対して、自己の個人情報の開示、訂正、

削除等を求める権利 
（市民の責務） 

第 11 条　市民は、次の各号に掲げる責務を負うも

のとする。 
(1)　基本的人権を尊重し、個人としての尊厳を侵

さない責務 
(2)　自らがまちづくりの主体であることを自覚

し、市民自治を推進する責務 
 (3)　まちづくり及び市政への参画に関して、責任

ある発言及び行動に努める責務 
 (4)　次世代に配慮し、持続可能な地域社会の実現

に努める責務 
 (5)　人と自然との共生を基調としたまちづくりを

推進し、自然環境の保全に努める責務 
(6)　市政運営に伴う負担を分かち合う責務　  
（青少年や子ども） 

第 12 条　満 20 歳未満の青少年や子どもは、それ

ぞれの年齢に応じた関わり方でまちづくりに参画

する権利を有する。 
2　市民及び市は、満 20 歳未満の青少年や子ども

が、安全・安心で健やかに育つ環境の整備に努め

なければならない。 
（事業者の責務） 

第 13 条　事業者は、その活動を行うに当たり、自

然環境及び生活環境に配慮し、地域との調和を図

り、住みやすく、活力ある地域社会の実現に寄与

するよう努めなければならない。 
（地域自治） 

第 14 条　市民は、自主的な意思によって、身近な

地域のまちづくりに取り組み、地域自治の推進に

努めなければならない。 
2　市は、市民による地域自治に関する活動につい

て、その自主性及び自立性を尊重するとともに、

必要な支援を行わなければならない。 
（交流） 

第 15 条　市民は、様々な活動を通じて市外の人々

と積極的な交流を図ることが期待され、その経験

をまちづくりに活かすよう努めるものとする。 
 
第 5 章　議会 

（議会の権限と責務） 
第 16 条　議会は、市の重要な意思決定、市政運営

に関する監視及び評価、政策の立案等を行う。 
2　議会は、その権限を行使するに当たり、市民の

意思を適切に反映させなければならない。 
3　議会は、市民との情報の共有化を図るとともに、

議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明

し、開かれた議会運営に努めなければならない。 
4　議会は、全ての会議（委員会及び地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第

100 条第 12 項の規定による協議又は調整を行う

ための場を含む。）を原則として公開しなければ

ならない。 

5　議会は、市民の意見を議会活動に反映させるた

めに、公聴会の開催その他必要な措置を講じなけ

ればならない。 
6　その他議会に関し必要なことは、別に定める。 

（議員の責務） 
第 17 条　議員は、市民の信託に応え、法令の定め

るところにより公正かつ誠実に職務を遂行しなけ

ればならない。 
2　議員は、市民に開かれた議会運営の実現に努め

なければならない。 
3　議員は、広く市民の声を聴き、これを政策形成

及び議会運営に反映させなければならない。 
4　その他議員に関し必要なことは、別に定める。 

 
第 6 章　執行機関 

（市長） 
第 18 条　市長は、市民の信託に応えるため、リー

ダーシップを発揮するとともに、法令の定めると

ころにより公正かつ誠実に市政を執行しなければ

ならない。 
2　市長は、この条例の理念に則り、市民自治の実

現に努めなければならない。 
3　市長は、就任に当たっては、市民自治を実現す

るために、本市の代表者として公正かつ誠実に職

務を遂行することを宣誓しなければならない。 
4　その他市長に関し必要なことは、別に定める。 

（行政委員会等） 
第 19 条　行政委員会等は、その職務に応じて、市

長と同様の責務を負い、法令の定めるところによ

り公正かつ誠実に職務を遂行し、市長及び他の行

政委員会等と協力連携して、市政の運営に当たら

なければならない。 
（市職員） 

第 20 条　市職員は、市民全体の奉仕者として、市

民自治の実現のために、法令の定めるところによ

り公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。 
2　市職員は、職員間の連携を密にし、効率的かつ

効果的に職務を遂行しなければならない。 
3　市職員は、職務遂行に当たって、必要な知識の

習得、創意工夫、技能向上等に努めなければなら

ない。 
4　市職員は、自らも地域の一員であることを自覚

して、市民の信頼獲得に努めなければならない。 
 
第 7 章　情報の共有 

（情報共有） 
第 21 条　市は、まちづくり及び市政に関する情報

を積極的に公表し、市民に分かりやすく説明しな

ければならない。 
2　市は、まちづくり及び市政に関する情報の共有

化を推進するために次の制度の整備に努めなけれ

ばならない。 
(1)　市の情報を分かりやすく提供する制度 
(2)　市の会議を公開する制度 
(3)　市民の意見、提言等を市政に反映させる制度 
（情報公開） 

第 22 条　市は、市が保有する情報は、市民と市が

共有する財産であるとの認識のもとに、市民に対



- 43 - 

する説明責任を果たすために、市が保有する情報

を積極的に公開しなければならない。 
2　前項に定めるものを除くほか、市が保有する情

報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。 
（個人情報保護） 

第 23 条　市は、個人情報に関する開示、訂正、削

除等を求める権利を保障し、市民の権利及び利益

が侵害されることのないよう、市の保有する個人

情報の保護に努めなければならない。 
2　市民は、個人の権利及び利益が侵害されること

のないよう、個人情報の保護に配慮しなければな

らない。 
3　第 1 項に定めるものを除くほか、市が保有する

個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で

定める。 
 

第 8 章　参画と協働 
（参画） 

第 24 条　市は、この条例に定める市民参画の理念

を実現するために、市民がまちづくり及び市政に

参画する機会を保障し、参画のための手続きを明

確にしなければならない。 
2　市は、市民がまちづくり又は市政に参画しない

又は参画できないことによって、不利益を受ける

ことのないように努めなければならない。 
（協働） 

第 25 条　市民及び市は、まちづくりを推進するた

め、協働しなければならない。 
2　市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進す

るために必要な支援を行わなければならない。 
（住民投票） 

第 26 条　市長は、市政に係る重要事項について、

直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施

することができる。 
2　議員及び市長の選挙権を有する住民の総数の

10 分の 1 以上の連署をもって、市長に対し、住

民投票の実施を請求することができる。 
3　市は前項の規定による請求があったときには、

速やかに住民投票を実施しなければならない。 
4　市は住民投票の結果を尊重しなければならない。 
5　前各項に定めるもののほか、住民投票の請求及

び実施に関する手続その他必要な事項は、別に条

例で定める。 
（審議会等）　 

第 27 条　市は、審議会等（法第 138 条の 4 第 3

項に定める附属機関及び任意設置の附属機関）の

設置に当たっては、市民の意見をより広く市政に

反映させるとともに、市民の参画及び市民と市の

協働を推進するため、委員及びその他の構成員（以

下「委員等」という。）の一定数以上を公募しな

ければならない。 
2　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか

に該当する場合は、公募によらず審議会等の委員

等を委嘱することができる。 
(1)　法令の規定により委員等の構成が定められ

ている場合 
(2)　認定、判定、推薦等を行うために設置した審

議会等で専ら専門性の高い事案又は個人情報等

を取り扱う場合 
3　市は、審議会等の設置に当たっては、委員等の

男女比、年齢構成及び地域構成に配慮しなければ

ならない。 
4　市は、審議会等の会議については、原則として

公開しなければならない。 
5　第 1 項から第 3 項に定めるもののほか、委員等

の公募については、別に定める。 
（意見募集） 

第 28 条　市は、次に掲げる事項のうち、市民生活

に重大な影響を及ぼすものについては、市民に当

該事項に関する情報を事前に提供し、意見を求め

なければならない。 
(1)　計画の策定、変更又は廃止 
(2)　条例の制定、改正又は廃止 
(3)　施策の実施、変更又は廃止 

2　市は、前項の手続により提出された市民の意見

を十分考慮して意思決定を行うとともに、その意

見に対する市の考え方を公表し、説明しなければ

ならない。 
 
第 9 章　市政運営 

（市政運営の基本） 
第 29 条　市は、市政運営に当たり、次の各号に掲

げる点に十分配慮しなければならない。 
(1)　市民の福祉の増進に努めるとともに、市民の

意見が反映されるよう努めること。 
(2)　公平、公正かつ透明性の高い事務執行に努め

ること。 
(3)　最少の経費で最大の効果を上げるよう努め

ること。 
(4)　地域における資源を最大限に活用するよう

努めること。 
(5)　持続可能な循環型社会を築くよう努めるこ

と。 
(6)　行政改革の計画的な推進に努めること。 
(7)　簡素で分かりやすく、全ての市民が共有でき

る行政制度の構築に努めること。 
(8)　市が保有する財産は、次世代に引き継がれる

市民共通の財産であることを認識し、効率的か

つ効果的な管理及び活用に努めること。 
（総合計画） 

第 30 条　市は、総合的かつ計画的な市政の運営を

行うため、総合計画を定めるものとする。 
2　総合計画は、次の各号に掲げるものをもって構

成する。 
(1)　目指すべき将来の姿を示す基本構想 
(2)　前号の基本構想を具現化するための施策を

定めた基本計画 
(3)　前号の基本計画を実現するための事務事業

を定めた実施計画 
3　前項第 1 号の基本構想及び同第 2 号の基本計画

は、議会の議決を経て定めなければならない。 
4　市は、総合計画をこの条例の理念に則り策定し

実施するとともに、適切な進行管理及び評価に努

めなければならない。 
5　市は、総合計画の達成目標、進捗状況及び評価

結果を市民に分かりやすく公表しなければならな
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い。 
6　市は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、

市民に意見を求めるとともに、市民の参画を求め

なければならない。 
（財政運営） 

第 31 条　市は、財政基盤の強化を図り、計画的で

健全かつ持続可能な財政運営に努めなければなら

ない。 
2　市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、こ

れを執行しなければならない。 
3　市長は、予算編成の過程を、市民に分かりやす

く説明しなければならない。 
4　市長は、財政計画、予算編成、予算執行、決算

認定、財産の保有状況、その他財政状況に関する

資料を作成し、毎年度公表するとともに、市民に

分かりやすく説明しなければならない。 
（行政評価） 

第 32 条　市は、政策、施策及び事務事業について、

効率的かつ効果的に実施するために行政評価を実

施しなければならない。 
2　市は、行政評価の結果を総合計画及び個別計画

の進行管理並びに予算編成に反映させなければな

らない。 
3　市は、行政評価に当たっては、市民に分かりや

すい指標等を用いるよう努めるとともに、その結

果を公表しなければならない。 
（外部監査制度） 

第 33 条　市は、適正で、効果的かつ効率的な市政

運営を確保するため、法令の定めるところにより、

外部監査契約に基づく監査を実施するものとする。 
（行政組織） 

第 34 条　市長及び行政委員会等は、その内部組織

の編成に当たり、法令の定めるもののほか、次の

各号に掲げる事項に十分配慮しなければならない。 
(1)　市民のニーズに的確に対応し、市民にとって

分かりやすい組織であること。 
(2)　効率的かつ機能的な組織であるとともに、社

会情勢、環境等の変化にも柔軟に対応できる組

織であること。 
(3)　市の組織間の相互連携が容易なこと。 
（法務行政） 

第 35 条　市は、独自の政策を実現し、又は地域の

課題を解決するため、法令の解釈及び運用並びに

条例、規則等の制定改廃に積極的に努めなければ

ならない。 
（行政手続） 

第 36 条　市は、処分、行政指導、届出等に関する

行政手続に関して、法令及び別に条例で定めると

ころにより共通の基準を明らかにし、公正の確保、

透明性の向上及び手続の迅速化を図らなければな

らない。 
（職員施策） 

第 37 条　市長は、効率的かつ効果的な市政運営を

実現するとともに、市職員の人材育成を図るため

に、市職員の適正な配置を行わなければならない。 
2　市長は、市職員の人材育成を図るために、研修

制度を充実させるとともに、市職員の自己研鑽の

機会の提供に努めなければならない。 

（出資団体等） 
第 38 条　市は、市が出資、補助、事務の委託又は

職員の派遣を行っている団体に対して、必要に応

じて、当該団体の業務及び財務に関する情報の開

示を求めなければならない。 
2　市は、当該団体に対して、市の出資等の目的が

効果的かつ効率的に達成するよう要請するととも

に、必要な支援を行わなければならない。 
（危機管理） 

第 39 条　市は、災害等の緊急時に備え、市民の身

体、生命及び財産を守るため、危機管理体制の強

化に努めなければならない。 
2　市は、危機管理体制の強化のため、市民、自主

防災組織その他関係機関との協力及び連携を図ら

なければならない。 
3　市は、市民による自主防災組織の設立、運営に

関して必要な支援を行い、地域の防災力の強化に

努めなければならない。 
（公益通報）　 

第 40 条　市職員は、市政の適法かつ公正な運営を

妨げ、かつ、市政に対する市民の信頼を損なうよ

うな行為のあることを知ったときは、速やかにそ

の事実を公益通報に関する機関に通報しなければ

ならない。 
2　市は、法令の定めるところにより、市職員等か

ら行われる公益通報を受ける体制を整備するとと

もに、通報者が通報により不利益を受けないよう

適切な措置を講じなければならない。 
（要望等への対応） 

第 41 条　市は、市民の市政に対する要望、意見、

苦情等に対しては、迅速かつ誠実に対応し、市民

の権利及び利益の保護に努めなければならない。 
（広域連携） 

第 42 条　市は、近隣自治体や栃木県、国との連携

を積極的に図り、広域的なまちづくりに協力する

ものとする。 
（国際交流） 

第 43 条　市は、国際交流の輪を広げ、市民の国際

交流活動の支援に努めるものとする。 
 
第 10 章　条例の見直し等 

（市民会議） 
第 44 条　この条例の実効性を高めるとともに適切

な運用を図るため、栃木市自治基本条例市民会議

（以下「市民会議」という。）を設置する。 
2　市民会議は、市民を中心に構成し、公募委員を

一定数以上含まなければならない。 
3　市民会議は、この条例の施行状況等を検証する

とともに、この条例の改善等に関する事項につい

て、市長に報告するものとする。 
4　市長は、前項の規定による報告を受けたときは、

報告された事項及び講じた措置について、市民に

公表しなければならない。 
5　前各項に定めるもののほか、市民会議に必要な

事項は、市長が別にこれを定める。 
（条例の見直し） 

第 45 条　市は、この条例の施行の日から 5 年を超

えない期間ごとに、この条例の規定を検証し、見
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直し等必要な措置を講じなければならない。 
2　市は、前項の検証及び見直し等に関しては、市

民会議のほか、市民の参画の下に行わなければな

らない。 
 
附　則 

（施行期日） 
1　この条例は、平成○○年○○月○○日から施行

する。 
（検討） 

2　市は、第 14 条の趣旨を踏まえ、旧大平町、旧

藤岡町、旧都賀町、旧西方町に合併に伴い設置さ

れた地域自治区については、恒常的な検証と調整

を行い、設置期間経過後においても地域の市民の

意向を把握し、まちづくりを推進するより良い仕

組みを構築するために、必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

 

 

〇策定の経緯 

 
栃木市自治基本条例市民会議は、平成 22 年 10

月 12 日の発足以降、1 年の間、合計で 22 回の会

議を重ねてきた。 
会議では、まず、旧栃木市、旧大平町において制

定されていた自治基本条例の条文を参考にしながら、

10 数名で編成されたグループに分かれて条例に盛

り込むべき内容について議論を重ねた。　 
その後、その結果を踏まえて条例骨子を整理し、

さらに条文化した内容について素案として検討を重

ねた。 
本年9月に市民会議としての条例素案をとりまと

め、10 月には、市民会議主催の自治基本条例市民

説明会を開催した。全 8 回の説明会には合計 237

名の参加があり、様々な意見や質問を受けた。 
この市民説明会での意見等に基づいて再度検討を

行い、完成させたのがこの栃木市自治基本条例素案

である。 
 

市民会議開催状況　　　　　　　　　　　　 

第　1 回　平成 22 年 10 月 12 日 

第　2 回　　　〃　　10 月 27 日 

第　3 回　　　〃　　11 月 17 日 

第　4 回　　　〃　　12 月 15 日 

第　5 回　平成 23 年　1 月 12 日 

第　6 回　　　〃　　　1 月 26 日 

第　7 回　　　〃　　　2 月　9 日 

第　8 回　　　〃　　　2 月 23 日 

第　9 回　　　〃　　　4 月 13 日 

第 10 回　　　〃　　　4 月 27 日 

第 11 回　　　〃　　　5 月 11 日 

第 12 回　　　〃　　　5 月 25 日 

第 13 回　　　〃　　　6 月 15 日 

第 14 回　　　〃　　　6 月 29 日 

第 15 回　　　〃　　　7 月 12 日 

第 16 回　　　〃　　　7 月 27 日 

第 17 回　　　〃　　　8 月 10 日 

第 18 回　　　〃　　　8 月 24 日 

第 19 回　　　〃　　　9 月　7 日 

第 20 回　　　〃　　　9 月 28 日 

第 21 回　　　〃　　10 月 26 日 

第 22 回　　　〃　　11 月　2 日 

 

 
自治基本条例市民説明会開催状況 

平成 23 年 10 月　3 日　（国府公民館） 

〃　　10 月　4 日　（藤岡公民館） 

〃　　10 月　5 日　（大平公民館） 

〃　　10 月　6 日　（吹上公民館） 

〃　　10 月　7 日　（都賀保健ｾﾝﾀｰ） 

〃　　10 月　8 日　（市役所正庁） 

〃　　10 月 11 日　（西方公民館） 

〃　　10 月 12 日　（栃木保健福祉ｾﾝﾀｰ） 
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作成　　　平成 24 年  9 月 

一部改正　平成 30 年  3 月 

一部改正　令和  4 年  ３月 

　　　　　　　　　一部改正　令和  ５年　５月 

〒328-8686　栃木市万町 9 番 25 号 

栃木市 経営管理部 総務人事課 行政法務係 

T E L：0282-21-2342 FAX：0282-21-2674 

E-Mail：soumu@city.tochigi.lg.jp


